
求人者の皆さまへ 

取扱職種の範囲等の明示について 

【取扱うべき職種の範囲その他業務の範囲】 

当事業所の取扱業務範囲は、全職種 です。 

 取扱地域は、国内 です。 

 

【手数料に関する事項】 

求人者の方へ 

求人受付の際、ご負担いただく「求人を受け付ける際の事務費用」はございません。 

  ・就職が決定いたしましたら、成功報酬として当該求職者の１年間の賃金の８０％を限度とする紹介手数料を申し受けます。 

※ 手数料表は当事業所内に掲示しております。なお、手数料表のサービスの種類及び内容は、「求人・求職の申込みを受理した時以降、求

人・求職者に提供する紹介のサービス」、「求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言」、「特定の条件による特別

の求職者の開拓やそのための調査・検索」、「就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言」です。 

※ 「就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言」の紹介手数料の負担者は、関係雇用主さまといたします 

※ 求職者からいただく手数料は一切ございません。 

 

【求人者情報の取扱に関する事項】 

  求人者情報の取扱者は、職業紹介責任者※です。    

  求人者の情報は、職業紹介事業に係わるものに限ります。 

 

【個人情報の取扱いに関する事項】 

個人情報の取扱者は、職業紹介責任者※です。         

取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や

職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。 

さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するとき

は、遅滞なく訂正を行います。 

 

【苦情処理に関する事項】         

苦情処理の責任者は、職業紹介責任者※です。         

  なお、労働者の賃金につきましては、労働基準法第 24条により労働者に直接お支払いください。 

 

【返戻金制度に関する事項】 

  当社の提供する有料職業紹介サービスにおいて、当社が紹介した求職者が短期退職した場合に、手数料を求人者へ返戻する 

「返戻金制度」を設けております。 

 

※求人者情報の取扱者、個人情報の取扱者及び苦情処理の責任者は、厚生労働省大臣に届出をおこなっている職業紹介責任者です。 

 

その他、当事業所の業務についてご不明な点は、係員にお尋ねください。 
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